
認知症地域支援推進員・認知症初期集中支援推進事業

認知症の人とその家族が
あんしんして暮らせる街づくり
　認知症地域支援推進員は、認知症になっても安心して暮らせるよう、認知症に
関する相談や支援などに取り組んでいます。
　お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」に、お気軽にご相談くだ
さい。

●認知症の人とその家族の相談、支援、地域で支える仕組みづくり
●病院や介護施設、地域にある様々な支援団体との連携の推進
●認知症の知識の理解、普及を目的とした認知症サポーター養成講
座の開催（無料）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

認知症地域支援推進員

業務内容

担当地域包括支援センター問い合わせ先

日常生活自立支援事業・成年後見制度

高齢者の権利を守るために
　認知症等で判断能力が不十分な高齢者に対し、介護サービス等を利用するため
のお手伝いや日常的な金銭管理等を行うことで、地域で自立した生活を送ること
を支援するものです。

●専門員、生活支援員の派遣によるサービス…1,100円（1時間あたり)
●書類などの預かりサービス…金融機関の貸金庫利用の場合　500円（1か月）

日常生活自立支援事業

利用料

●介護サービス等の利用援助サービス　　　　　　　　　　
　介護サービス等の利用（中止）や利用料支払いなどの手続き
●日常的金銭管理サービス
　年金受領や税金等支払い、預貯金の預け入れ（払い戻し）などの
手続き
●書類等の預かりサービス
　年金証書、預貯金通帳、実印、銀行印、保険証書など

サービスの内容

　認知症等で判断能力が不十分となり、介護
サービスの利用等や、ふだん使うお金の管理
が一人の判断で適切に行うことが困難な人。
（ただし、この事業の内容や契約内容について、
相応の理解力を有していると認められること
が必要です。）

対象者

社会福祉協議会問い合わせ先

　認知症は早く気づいて「早期診断」「早期対応」
をすることが大切です。

●認知症初期集中支援チーム員による認知症に関する不安や悩みご
となどへの支援
●認知症に関する情報の提供や、医療機関への受診方法、介護保険
サービスの利用やその効果に関する説明など

認知症初期集中支援推進事業

業務内容

　ひたちなか市で在宅生活をされている40歳以上の人で、認知症の
心配があり、医療や介護等の支援を必要としている人

対象者

担当地域包括支援センター、高齢福祉課問い合わせ先

※チーム員は、認知症専門医と保健師や認知症地域支援推進員（医療・介
護の専門職）で構成されています。

※利用にあたっては、担当の専門員が調査等を行い、具体的な支援計画の
作成、契約書を取り交わした後、生活支援員が必要なサービスを提供し
ていきます。

※概ね6か月を目安に適切な医療や介護サービスが受けられるよう、集中的に支援を行います。

★認知症初期集中支援の流れ
「地域包括
支援センター」
に相談

チーム員より
家庭訪問等

病院受診や
介護保険等
サポート

地域包括支援センターや
ケアマネジャー等から
継続支援を受ける
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